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2015年5月31日 

共同親権総会2015-共同親権運動、この1年 

kネット2014年度の総会は、2月22日(日)に東

京マラソンの3万人のランナーが駆け抜けた東

銀座で行われました。 

総会の前の午前の部として、北九州市立大学

文学部准教授の濱野健先生から各国共同親権

事情との題でイギリス、アメリカ、スウェーデ

ン、オーストラリア、カナダの共同養育（Shared 

parenting）状況について、情報提供をして頂

きました。  

いずれの国も50％／50％が原則かつ理想と

しながらも、実際は30％／70％程度にとどまっ

ていることなどが報告されました。それでもイ

ギリスでは週1回の面会交流が70％を占めるとのことで、我が国の月1回2時間などという別居親の共同

養育機会が1％にも満たない状況との大きな違いに、各国の状況に羨ましく思えるものでした。  

また先生は、日本のハーグ条約加盟後の事情として、オランダとイギリスの実地調査を行い、オラン

ダでは現地の日本女性への聞き取りから、子どもの連れ去りについての認識の変化や子どもを日本に連

れて行く際には、空港で夫のサインが必要とされていることなどを報告されました。イギリスでは、家

事調停の支援ＮＧＯ団体の代表を取材され、イギリスの調停員が高度な訓練を受けた臨床心理士のよう

な存在で、かつ定期的な講習を受け研鑽を積んだ専門家であること、さらに日本の家族法と調停制度に

ついては、まず単独親権の制度と日本の家事調停員の専門性の欠如が大きな問題であると指摘を受けた

ことを報告されました。日本の家裁が自画自賛する家事調停制度と運用の貧困性を再認識する貴重な講

演でした。 

 午後からの総会では、まずkネット第III期の活

動総括と2014年の取り組みについて、年4回の会

報の発行、元裁判官の瀬木比呂志氏の講演会の実

施等のイベント、国立市や文科省への陳情等、啓

発活動について報告がされました。2014年度の決

算報告も同時に行われました。 

続いて、2015年度について、第ＩＶ期運営委員

の14名の選任の後、活動方針について議論されま

した。活動については、全国交流会の開催や、公

式ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳの

利用による情報発信、そして情報提供の相談体制

の確立を行っていくことが承認されました。 
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また活動テーマについては、養育費と養育時間の配分のリンクの訴え、離婚後子育ての男女平等、学

校現場への働きかけ、啓発活動、他組織との連携、地方行政団体や内閣府への働きかけについて話し合

われました。 

 総会終了後は「共同親権運動、この1年」と題して、ＤＣＩ日本支部の染木辰夫氏、キミドリリボン

プロジェクトの野村孝幸氏、離婚相談室小田原、北風と太陽の吉澤茂樹氏、アメリカのベストセラー「男

性権力の神話」の訳者である久米泰介氏の4名のパネリストを招いて、それぞれの活動についてパネル

ディスカッションが行われました。 

まず染木氏からは、ＤＣＩはディフェンス・フォー・チルドレン・インターナショナルの略であり、

子どもの権利条約のための国連ＮＧＯ団体で、世界60か国で活動し、日本支部もその一員として、子ど

もの権利の啓発活動、日本政府の子ども政策の監視、国連・子どもの権利委員会への市民・ＮＧＯ報告

書を提出するなどの活動を行っているとの話題提供を受けました。 

野村氏からは、キミドリリボンプロジェクトについて、君（キミ）との絆を大切にというコンセプト

で、子どもの連れ去り、引き離しを防止する啓発活動のシンボルマークとしてキミドリリボンは誕生し、

街頭で親子引き離し問題に関する啓蒙チラシと風船の無料配布、共同親権について賛成、反対の意識調

査を行っており、これまで19地域で活動して、8割が共同親権賛成、1割が反対であるとの意見を述べ

られました。 

吉澤氏からは、自らも離婚、子ども引き離しの問題に直面し、その体験を基にブログ等で情報発信し、

夫婦問題カウンセラー資格取得し、探偵、行政書士と連携し、離婚問題のカウンセリングを行っている

こと、相談の8割は女性からであることや実際の相談内容のいくつかを紹介していただきました。最後

に、久米氏は、父親の育児について、ウイスコンシン大学大学院で研究され、ワレン・ファレル氏著書

の「男性権力の神話」の全訳を昨年出版された経緯やメンズリブ運動について述べられました。本書は、

男性も社会の中で差別されている事実を具体的データによって示したものであり、特に子育て、離婚後

の親権について男性の使い捨ての問題の不平等性

について、指摘がされているところであり、今後の

共同親権の運動の方向性について示唆に富んでい

るとおもわれます。 

 それぞれのパネリストの発表の後、活発な質問・

討論が行われて、有意義な討論会となりました。

（aitai） 

【新運営委員】 

的早克真、染木辰夫、古川大智、野村孝幸、宗像充、

大熊康介、奥津英一郎、長田政江、木船一江、板井

章浩、近藤和樹、星野優也、河勲植、蓮見岳夫 
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●主張 

人生相談から 

祖父母の姿を見る 
 

長田政江 

 

祖父母の立場で「共同親権運動」の手伝いをさせて

頂いて以来、新聞の人生案内に離婚がらみの子育て

相談が載ると、切り抜いてスクラップ帳に張り付け

るようになりました。 

ほとんどは、離婚当事者からの相談ですが、たまに

祖母からの相談を目にすることがあります。(どう

いう訳か、今まで祖父からの相談は見たことがあり

ません。)二つの対照的な相談から、いろいろ考え

てみました。 

 ひとつは、離婚後子育てをしていた息子が再婚し、

孫のひとりが継母と折り合いが悪いため祖父母宅

で暮らし始めた、息子夫婦の元に居る孫とは姉妹な

のに別々な生活になってしまっているが、両親の元

に帰して姉妹一緒に暮らさせるべき、という夫（祖

父）と自分（祖母）の意見が違う、どうしたもの

か・・・、という相談です。さて、回答は・・・。 

正論は祖父の意見だが、ここはひとつ現実を優先し

て生活の場を祖父母宅と決め、息子夫婦とは“よく

交流”しましょう、ただし、継母の悪口は言わない

こと、というものでした。 

 これを読んで、私は実母との面会交流は行われて

いるのだろうか、と思いました。相談内容には、こ

の点は全く述べられていません。継母への嫌悪感が

強くて暮らせないのは、実母への思いが深くあるた

め、と考えることもできます。両親と暮らしている

孫もいるので、簡単な舵取りではないけれど、現在

の息子夫婦が納得すれば、祖父母が取り持って 

面会交流を実現できるかもしれません。周囲の大人

たちが、実母との関係を尊重するなら、かえって、

継母とはわりきって付き合えるようになるのかも

しれない、と素人ながら考えました。 

 さて、二つ目の例です。これもやはり息子の子を

案じる祖母からの相談です。こちらは、息子の元妻

が孫を引き取って育てているが、離婚の際には実父

母でありながら両者共に 

「子どもは引き取らない」と主張していた経緯があ

り、結局親権は母に養育費の支払いは父に、との決

定で孫には会えないまま現在に至っている、息子は

元妻に怒ったままだし、元妻のいい加減な生活態度

を思うと、ひと月に何度か預かっていた孫がどう育

てられるのか心配でならない、思い余って自分が引

き取ろうとして元嫁の親に手紙を書いたら、息子に

叱られた、どうしたものか・・・という内容です。 

この相談には回答よりも先に「失礼ながら、息子

さんもその元妻も随分身勝手な親ですね」とのコメ

ントがついていました。共同親権を主張して“離婚

後も子育てに係わりたい”と願っている人たちには

考えられないケースですね。しかし現実には両親共

に親権を拒否する例が生じているのです。ひどい話

ですが、こんな主張も単独親権制だからできるので

す。親としての質を問う問題は、別対策が必要だと

しても、法律上は親権放棄の主張ができないように

するべきでしょう。親権制度は「子の福祉」の観点

からぜひとも考え直さなければなりません。親権獲

得の争いと親権放棄の争いの両方を引き起こす単

独親権制度が、なぜ存続しているのでしょうか。 

さて、この相談についての回答です。回答は、祖

母に出来ることは今の所、孫の幸せを懸命に祈り続

けることしかない、たとえば、孫への思いを綴って

おけば（誕生日毎のカード等）“渡せなくても”孫

が祖母の気持ちを知る時が必ず来るから・・という

もので、まるで気慰めでしかないものでした。確か

に、祖父母が親たちを差し置いた行動に出るのはか

えって状況を悪化させかねません。しかし、孫の健

やかな成長を願う祖父母の思いが無にされてはい

けないと思います。また、祖父母は離婚した我が子

の行く末、老い先をも気にかけているのが大方です。

面会交流の取り決めがやっと前進し始めましたが、

祖父母との交流も含めて頂きたいものです。 
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本人訴訟 No.1 

妻側の弁護士を本人訴訟で訴え一部勝訴

 熊本県在住の宮﨑です。2 年半ほど前に妻が次男と

別居したため、長男を私、次男を妻が監護する状態に

なりました。しかし、調停で決まった面会交流を、し

ばらく経つと妻が履行しなくなったため、妻とその代

理人である弁護士を相手に損害賠償請求を提訴しま

した。それから 1 年 3 か月後、今年 3 月に、妻と弁護

士に連帯して 20 万を払えとの一部容認の判決が出ま

した。このことについて宗像さんから原稿依頼をいた

だきましたので、私の雑感を述べたいと思います。な

お、互いに控訴したので、途中経過での報告です。 

 

*********************************** 

 

 まず提訴を決意したのは、十分な勝算があると思っ

たからです。「月 2 回程度」と曖昧な表現でしたが、

調停で面会交流について合意していましたし、相手方

とのやりとりはほぼメールや書面だったので、相手方

の債務不履行の証拠は明確に残っていました。こちら

から提訴するからには、勝たなければ無駄骨ですし、

むしろ敗訴になれば、逆にこちらが揚げ足を取られる

ことにもなりかねません。そのため、勝てる見込みが

あるかは十分に検討しました。なお、間接強制もよく

耳にしますが、間接強制は決まって以降でないと効力

がなく、それまでの面会交流拒否が不問になってしま

うので、私にとっては選択肢になりませんでした。相

手への心理的圧力という意味でも、ただカネを払うよ

り、提訴されるほうが心理的圧力は強く感じるでしょ

うし、弁護士費用や敗訴した時の慰謝料を考慮すると、

相手方への金銭的な圧力も提訴するほうが大きいは

ずです。 

 提訴は勝算だけではなく、相手との関係が更に悪化

するのではないかということも懸念材料になります。

しかし、妻が頑なな態度だったために最悪を出発点に

しなければならず、私はこれ以上の悪化を気にする必

要はありませんでした。むしろ、何もしなければ最悪

なままなのだから、何かをしたほうが状況が変化する

可能性があるとも言えました。実際、提訴の 2 か月後

には面会交流を再開できましたし、その後の交渉でこ

ちらの意見を伝えやすくなったのも、提訴の影響が大

きかったと思ってます。将来、子らに説明する必要が

出てきた時にも、訴訟で事実認定をしていると、妻が

子らに嘘を信じ込ませることも困難になります。 

 私は訴訟を本人訴訟でやりましたが、それは依頼し

たいと思った弁護士に断られたからです。その弁護士

からは、妻だけを訴えるなら引き受けるが、弁護士も

訴えるなら引き受けないと言われ、弁護士同士の仲間

意識や、業界の自浄作用の欠如を感じました。ただ結

果的には、本人訴訟であったことで弁護士に気を使う

ことなく、自分が納得のいく主張をしていけたので、

弁護士に受任してもらわなくて良かったと思ってい

ます。弁護士が受任しておきながら中途半端な仕事し

かしないほうが最悪でしたから。ただ、本人訴訟はそ

れなりに負担がありますし、向き不向きもあるでしょ

うから、万人にはお勧めしません。勝訴の可能性が高

いと思っていた私でも、相手の書面が届く度にけっこ

うなストレスを感じましたので。  

 妻と弁護士の両者を提訴したのは、一方しか訴えな

いと、訴えなかった側に責任転嫁され、不法行為に対

しての十分な立証ができない可能性があったからで

す。実際、判決では両者に不法行為が認められている

ので、両者を提訴したことは正解だったようです。 

 控訴した理由で大きいのは、子を一方的に連れ去れ

ば、調停などで面会交流が決まるまで、どんなに長期

になっても監護親は子を非監護親に会わせなくてか

まわないという現状を理不尽に感じるからです。今回

の判決を評価してくれる声もありますが、法的な構成

で言えば、あくまで調停合意に違反した債務不履行を

認めただけです。むしろ、判決では面会交流の権利や

義務を、抽象的なものにとどまるとして、実質的に否

定しています。そのため控訴審では、連れ去りや引き

離し自体の不法行為性を問い直すつもりです。 皆様

のご支援を宜しくお願い致します。（宮﨑保成）
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本人訴訟 No.2 

再婚夫婦の養育妨害行為を問う本人訴訟 
 

東京都国立市在住の宗像さんは、宗像さんのお

子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻

と、宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流

妨害を行った親権者・養父の行為の不法性を問う

損害賠償の裁判を提訴しました。 

子どもの引き渡しにかかわり、片親の許可なく

養子にして片親を排除した元妻の夫の不法行為

も同時に問うています。 

 

2 月 19 日午後、宗像・養育妨害裁判の法廷が

東京地裁立川支部で開かれ、原告・被告双方の証

人尋問がおこなわれました。 

法廷には、ｋネットメンバーを含む支援者 10

数人が傍聴に参加しました。 

実際に元妻に原告が直接養育妨害の事実を質

問しました。この裁判は原告が代理人を立てない

本人訴訟です。直接、生に質問をするので緊迫感

がありました。 

原告(非親権者の父)である宗像さんが、娘から

「もうパパと呼んではいけないんだって」と言わ

れた時の無念さは計り知れないと訴えました。聞

いていて、胸が締め付けられるほどの共感をおぼ

えました。 

裁判長が尋問の最後に、被告(親権者である母

親)に「こどもの為に原告(父)との面会交流の回数

を増やす意思は無いのですか？」と問うたとき、

裁判所は、こどものために面会交流を多く行うべ

きとの立場になってきているのかと、期待を持た

せました。 

我々は原告支援の立場で来ているのだけれど

も、被告側も争うのであれば、子どものためにど

うするの

が良いと

思ってい

るのか、し

っかり主

張して欲

しかった。 

この裁

判は、離婚

親とこどもの問題だけではなく、ステップファミ

リー(再婚家庭)の中の子どもたちと実の親との問

題も問われている。今後の展開にも注目していか

なければならない。 

（的早克真） 

  

５月１４日の裁判では２月１９日に宗像さん

が申請してそのまま保留になっていた養父の証

人尋問が実現しました。この裁判では養父が子ど

もを養子縁組した行為が、その後の引き離し行為

を想定したものであれば、そもそもが代諾養子縁

組を引き離しの手段として悪用したものとして

不法行為が問われるべきだと宗像さんは主張し

ています。 

 証人尋問では、養父が実質的に弁護士と協議し、

人身保護請求とその後の宗像さんとの交渉にも

関与し、２年半にわたる引き離し行為を妻ととも

に行ったことが伺われます。養父が話を逸らした

り「それはあなたの考えですよね」と反論したり

して、宗像さんの質問に正面から答えない受け答

えが目立ちました。 

 実際問題、被告夫婦は、現在においても宗像さ

んが子どもに向けて送ったプレゼントを渡さな

かったりと実質的な妨害行為を繰り返していま

すが、この日、宗像さんは子どもの入学祝のため

に用意したプレゼントを法廷で養父に手渡そう

としました。被告側弁護士が「異議あり」という

ドラマ並の大声で制し渡せませんでしたが、養父

は「パフォーマンスですか」と言い返し、敵意を

むき出しにしていたのが印象的でした。 

宗像さんは、養父が家では「パパ」と子どもた

ちに呼ばれ宗像さんは「宗像さん」と呼ばれてい

ることを指摘して、「どうしてでしょう」と聞い

ていましたが、養父が父親に「なりかわろう」と

する行為が問題をこじられた一因だろうと思い

ます。宗像さんは、被告ら二人の手紙のやり取り

の妨害や話し合い拒否の行為を放置した被告側

の弁護士、石川英夫、石川さやか両弁護士を懲戒

請求しており、千葉県弁護士会の見解も待たれる

ところです。
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■共同養育と労働法■ 第８回 

東 京司 

 

転勤と単身赴任 

〜転勤は共同養育を困難にしているか〜 

最近になって『限定正社員』

なる言葉が報道などで見かける

ことがありますが、この『限定

正社員』なるものの特徴を言え

ば職務内容や労働時間、勤務地

などが限定的であることです。

今回のテーマである転勤という

ものを考えた場合、転勤というものを肯定的に考

えている人たちもいるとは思いますが、多くの場

合子育て、とりわけ共同養育を進めていく場合に、

転勤は阻害する要因になりかねません。そういっ

た意味で『限定正社員』は望ましくも思えますが、

いいことばかりではありません。その勤務地での

職務内容に応じた事業所が閉鎖になれば解雇さ

れる可能性があるばかりだけでなく、職務内容の

限定に伴って、大幅な給与格差が生まれる可能性

もあります。かといって現状の正社員を見れば、

サービス残業あり、転勤の可能性ありといったこ

とが子どもの養育の悪影響を与える要因がたく

さんありますし、もっとも悪質な例をあげれば、

２週間ごとに転勤を命じて、労働者を自己都合退

職に追い込むということが実際に起きています。 

 この転勤ですが、引っ越し代を誰が負担するか

ということの問題もあります。会社が転勤を命じ

たのだから、当然会社が全額負担すべきであるか

というと、そういうことは労働法に定めがあるわ

けではなく、一部負担や全額労働者の私費払いと

しても違法ではなく、就業規則で定められている

場合が多いのではないでしょうか。しかも、最近

では引っ越しにかかわる費用もオプションの料

金が加算される場合が出てきています。例えば、

高層のマンションの２階以上の部分に荷物を搬

入する場合、時間的な問題もあって階段からの搬

入・搬出を断られる場合もあり、そういった場合、

スカイポーターやスカイデッキなどの特殊車両

で窓から搬入・搬出するということがあり、こう

いった場合に別料金がかかります。

また、狭い路地に面しているマン

ション等ですと大型トラックが横

付けできず、軽トラックや台車に

積み替えたりする作業料金が別途

かかってきたりします。会社側に

とっても、労働者の引っ越し代は

実費弁償的な費用であり節税のメリットもある

と思うのですが、事業所の規模にもよりますから

法制化は一律にはできないのだろうと思います。 

 加えて単身赴任となると、本当に共同養育が問

われてきます。単身赴任を選ばざるを得なかった

理由の多くは、配偶者の仕事がやめられないこと

と子どもの通っている学校を変えたくないとい

う理由が多いのではないでしょうか。いわゆる金

帰月来の場合に、その交通費を実費弁証として、

つまり非課税のものとして負担してくれる事業

所は恐らくないでしょう。 

 こうしてみてくると、転勤といった要素が日本

では共同養育の可能性を狭めていることは間違

いありません。たとえ離婚後であろうとなかろう

と、共同養育のために、親子の時間を確保できる

労働法制こそが求めるべきだと考えます。そう考

えるとホワイトカラーエクゼンプションは共同

養育の流れに逆行するものと言わざるを得ませ

ん。年収が高いから家庭生活を蔑ろにしてよい、

という論理は成り立ちません。蛇足になりますが、

引っ越し代を全額負担する事業所で、子が配偶者

の家族手当の対象となっている場合であっても、

「子どもについては夫婦の共同扶養という考え

方にたち」、子どもの分の交通費等の加算を認め

る事業所が出てきたことは、少しだけうれしいニ

ュースです。 
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  ゴウインにマイウェイ 20  ■味沢道明（日本家族再生センター） 

家族って何？ 女と男のすれ違い 

 離婚率が増加してほぼ三組に一組は離婚する時代になりました。離婚を申し立てるのは七割以上が女

から。これを受けて女がわがままになったとか、辛抱しなくなったからだとのおじさんたちの意見がマ

スコミでも流されます。実際、私の所には妻が出て行ったとか、妻から離婚を申し立てられている、と

の話しを聴く事は少なくないけれど、逆にＤＶが耐えられなくて離婚したいとか、離婚以外にいい方法

はないかとかいう女性の相談を受ける事もすくなくありません。女と男両方の話しを聴いていて、それ

ぞれの思いもよくわかりますし、そのズレの大きさにも思い至る私です。で、私が助言するのは「離婚

するしないは問題の本質ではなくて、問題の本質は相互理解、相互信頼ができるかできないかです」と。

相互信頼も無くて傷つけあっている家族に家族する意味があるのか、離婚しても憎しみと怒り相互不信

や傷付きの痛みに囚われていては、離婚しても幸せにはなれません。 

 とはいえ、常識的には、離婚するかしないかだけで、問題解決するかしないかみたいなとんちんかん

な議論がなされ、金が飛び交い、当事者はカモられ、家庭が焼け野原になる結果に。こんな話しを聴く

たびに胸傷む私、そうならないためにワークやらカウンセリングやらして行く訳だけれど……。 

 全般に女性は私の判断に理解を示しやすいけれど、思い込みの強く、ふるい家族意識に縛られている

男性は、私の言っている意味が理解できない人も多く、関係を変えて家族関係をよくしようという妻の

意見も受入れず、ただただ、力でコントロールしようとする人も少なくありません。もうＤＶはしない

から、離婚したら子どもが可哀想だ、家族の大切さはわかったから・・などといろいろな言説で別れよ

うとする妻を引き止めようとします。が、自分の発言に担保もプランもない事には思い至りません。 

 ほんとは妻を変えようとするのではなく、妻が出て行く理由を理解し、自分の問題と向き合い、家族

にとって心地よい夫、父親になってくれたら、離婚は回避できるか、あるいは離婚しても良い家族とし

てみんなが幸せになれるのにね……。 
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住民票住所非開示措置について国会で質問 
テレビなどででっち上げＤＶのテレビ番組が放

映されるようになった。一昔前、「ＤＶ冤罪」の問

題を出すと、被害者支援の関係者からは、「そんな

ものはない。精神的ＤＶもＤＶなんだから」と言わ

れたものだ。たしかにＤＶの定義は主観的なものだ

から、加害者とされた側が「身に覚えがない」と言

ったところでそれが「ＤＶでなかった」と言っても

かみ合わない。しかし問題は、「その行為がＤＶで

あったかどうか」ではなく、「事実認定もされない

のに法的な権利が制約されて、しかもそれを覆すこ

とが事実上できない」という制度が虚偽を生む、と

いうことだ。この点を触れてほしくない人たちは、

虚偽ＤＶの実態告発をする人に対して「加害者に利

する」と偏向キャンペーンを張る。わかっててやっ

てる「足の引っ張り合い」だ。制度の正当性そのも

のが色眼鏡で見られれば、被害者の告発が信用され

なくなるという点で被害者保護には必ずしもつな

がらない。被害者保護のために虚偽被害者も作って

もしかたないというなら、いったい誰を守りたいの

か。当事者か、それとも制度や支援か学者の正義感

か。男だろうが女だろうが、弁護士だろうが支援者

だろうが、悪いやつは悪い。 

 子どもの奪い合い紛争において初動で問題にな

るのが、ＤＶ防止法による支援措置に基づく住所非

開示措置だ。これをやられると異議申し立てができ

ないどころか、裁判をする場合の申し立ての送達保

障もない。配偶者暴力防止センターや警察への相談

履歴をもとに自治体の首長の権限で住所非開示措

置がとられるため、加害者とされた側への事情聴取

も事実認定もない。憲法３２条の裁判を受ける権利

を侵害する違憲の手続きでもある。「何もできませ

ん。待つしかない」と、まったく身に覚えのない「連

れ去られ親」にその事実を突きつけるときくらい、

無力感にとらわれることはない。８年支援にかかわ

っていて、３件の調停中（一件は同居中）の連れ去

り住所非開示をされたことがある。悪用以外の何物

でもないが、当人は不利と分かっても子どものため

に話し合いという手続きを踏んだのに、法治国家を

信じた人間が法を使った暴力の被害者になる。保護

命令の場合は裁判所での審査が一応あるし、それが

覆されることもある。しかし住所非開示に審査は事

実上ないので、いわゆる離婚弁護士は保護命令より

も住所非開示措置を選ぶ。それで用が足りるからだ。

子どもに会いたいとか、自分のことを捉え返して修

復の努力をしたいとか、そういう選択肢は加害者と

された側にはない。 

 これはその人個人の問題ではなく、制度の問題な

わけで、そのことを真山勇一参議院議員（維新の党）

が取り上げて参議院法務委員会で毎回指摘してい

る（４月７日、４月１４日、５月１４日、５月２１

日、共同親権ニュースドットコムで閲覧可）。政府

の参考人も痛いところを突かれたというしどろも

どろの答弁で、警察は加害者とされた側に事情聴取

をしているとか（あまり聞かない）、住民基本台帳

法３１条の４で市長村長の措置に不服があるとき

は、都道府県知事に審査請求ができるとか（８年支

援にかかわって異議が認められたなど１件も聞い

たことがない）、今年の６月 １
３ 日からは行政不服審

査法で市長村長に審査請求ができると答弁してい

る。総務省にも自治体からの苦情が寄せられている

という。しかし手続きはあるものの、実質的に異議

が認められることなどまずないし、手続きを踏んで

いる間の裁判を受ける権利は侵害される。子どもと

引き離されれば、その間の養育権も侵害されている。

こういった権利は一度失われれば異議が認められ

たからといって回復できるものでもない。 

 ハーグ条約の施行によって、散々条約に反対して

きた弁護士会は、その弁護士業務を恥ずかしげもな

く引き受けている。戦後の墨塗り教科書で勉強する

生徒のような気分だ。それでもこの条約によって、

子の返還措置と面会交流支援について、中央当局と

いう行政が、司法とは別に国境をまたいだ子の連れ

去り事例においては、住所探知等の役割を果たすこ

とになった。国内の事例においてはその適用外とい

う点でも、人権保障の枠組みの埒外に国内当事者は

依然留め置かれたままだ。この点についても真山議

員は質問しているが、この問題、もっと噛みあう議

論を重ねる必要があるだろう。（宗像 充） 
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加除出版ボイコット 
こういう本を出す、加除出版の本は買わないようにしましょう。 

梶村太市・長谷川京子編著 

『子ども中心の面会交流  

 こころの発達臨床・裁判実務・法学研究・面会支援の領域から考える』 

                            (日本加除出版株式会社 ￥3,400＝税別） 

正直「ふざけるな」という感想です。別居親の殆どが暴力親であるかのように描き、子どもへは裁判

所の言うことを聞いていれば良いのだと言い張っている。親の思い、子の思いを勝手気ままに決めつけ、

何としても「面会交流」の定着を阻もうとする狙いがありありです。 

 彼らの感性や資質が分かりやすいのは下記に引用した「非監護親へのメッセージ」です。そして、こ

の本には基本的にこの「メッセージ」のスタンスでの「論」が並んでいます。 

 私たちは、子どもの奪い合いのために争っているのではありません。離れていても親であり続けるた

めに、子どもの健やかな成長を願って闘っているのです。 幼い頃に引き離され、その後の交流がない

まま、成人してから出会っても良好な親子関係が築かれるはずがないことは、現実的にも心理学的にも

明白です。この様な文章を書ける大人たちがどのような感性で子どもを育ててきたのだろうかと疑問に

思いゾッとしました。 

 この本の発行は「共同親権・養育」を求める私たちへの挑戦です。同居親と別居親との争いを固定化

し、アメリカで稼ぎまくっている「訴訟弁護士」(堤美馬著「沈みゆく大国アメリカ」)の日本版として、

もうけの領域を死守しようとしているかのようです。こんな本は絶対に買うべきではないと考えます。 

……非監護親へのメッセージ 

筆者は、どうゆう事情か、圧倒的に監護親側からの代理人になることが多いが、非監護親の代理人にな

ることもある。非監護親である依頼者にいつも言っていることがある。それは、親子の交流は一生継続

するものであることである。子どもが小さいときは無邪気でかわいい。会いたいというのは当然だし、

自然の情であろう。しかし、この時期に会えないからと言って、親子関係が一生損なわれたりするもの

ではない。むしろ、子どもが成長し、成人になってから、それ以降の方が、時間的にも親子の関わりは

長いし、重要なのではないか。自分の思春期(小学校高学年から中学にかけて)のことを良く思い出してほ

しい。そんなに親と一緒に定期的にお出かけなんかしたのであろうか。 

 思うように面会できないとしても、別居している子どもが経済的に困らないように今以上に精力的に

働いて養育費を送金してあげるような「かっこいいお父さん」であれば、成人になってからでも、必ず

頼られる存在となるはず。そんな一生ものの親子関係を目指そう。 

 残念ながら、すんなりと受け入れる非監護親はそういないけれど、いずれ分かってくれると信じてい

る。 ※「子ども中心の面会交流」165ページより（斉藤秀樹 弁護士・横浜弁護士会） 

                            １００年経ってもわかるわけねーだろ！ 
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夏期カンパのお願い 
 

 ｋネットの運営委員会も新たに新メンバーを加えて第４期の活動を始めました。若干準備に時間

をかけて７月の集会を予定しています。 

 これまでは子どもに会えない親の実情に焦点を当てて、それは変わらないのですが、「離婚後も子

育てしよう」「子どもにとって離婚は家が二つになること」「離婚は子育ての終わりじゃない」とワ

ークライフバランスの議論から取り残されてきた離婚後の子育ての問題を、例外ではない子育ての

あり方としてどう定着させていくのか、議論を始めていきたいと思っています。 

 また遅れていたホームページの更新作業や、事務所の移転についても６月中に予定しています。

７月からは相談事業を始める予定です。 

 運動のための運動ではなく、当事者のための運動をしてきたｋネットです。そのためにみなさん

のご協力をお願いします。 

カンパや会費の納入には、同封の振込用紙をご利用ください。また、銀行口座をご利用の方は、

入金後、お名前、郵便番号、住所、連絡先を必ずｋネットまでお知らせ下さい。 

 

銀行口座 三菱東京ＵＦＪ銀行国立支店 ００７２１７０ （普）ケイネット 

 

ｋネットの活動は、すべてみなさまからの会費とカンパでなりたっております。ご協力をよろしく

お願いします。なお、一定期間未払いの方につきましては、今後発送を取りやめることもあります

ので、あらかじめご了承下さい。 

  

メーリングリスト始めます 

ｋネットでは運営委員会向けのメーリングリストはありましたが、会員向けのメーリングリスト

はありませんでした。 

 今期から、共同親権運動の情報交換のためのメーリングリストを開設したいと思います。 

参加希望者は、会費・賛同金（会員、賛同者の区別をしません）を納入の上、ｋネットの代表アド

レス（contact@kyodosinkencom）宛に件名のところに「ＭＬ参加希望」と書いてお名前を本文に明

記の上、お送りください。 

 ＭＬでの情報交換は基本的に非公開ですが、ＭＬ上での誹謗中傷や許可のない転載等がありまし

た場合には、管理者の権限で登録を抹消することがあります。また、ＭＬ上での重ねての議論は混

乱を招きかねないので、その場合はＭＬ外での議論に移行していただくようにお願いすることもあ

ります。
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瓦版 
★国立交流会 

日時・６月 1
4 日（日） 1
3 時～ 1
5

時、場所・国立公民館和室 Ｊ

Ｒ国立駅南口富士見通り（右斜

め方向）を徒歩５分、問い合わ

せ・ｋネット 

★ｋネット運営会議 

日時・６月 2
0
 

日（日） 1
5 時 3
0

分～ 1
7 時、場所・高田馬場ルノ

ワール１階、問い合わせ・ｋネ

ット 

★宮崎交流会 

日時・６月６日、７月４日（毎

月第１土曜日） 1
8 時～ 2
0 時、

場所・宮崎市民活動センター小

会議室（宮崎市橘通西１の１の

１）宮崎市民プラザ三階、参加

費無料、問い合わせ・０９８５・

４７・６７９７（小原）、メール

gza05074@leo.bbiq.jp、＊日程

の変更がありえますのでご確認

ください。 

★鹿児島交流会 

日時・６月 1
3 日、７月 1
1 日（毎

月第２土曜日） 1
8 時～ 2
1 時、

場所・サンエールかごしま（鹿

児島市荒田１の４の１）、問い合

わせ・０７０・５２７０・３２

５１（溝口）、メール 

kagoshimaoyako@willcom.com 

＊日程の変更がありえますので

ご確認ください。 

★別府交流会 

日時・６月 2
0 日、７月 1
8 日（毎

月第３土曜日） 1
8 時～ 2
1 時、

場所・別府市野口ふれあいセン

ター（大分県別府市野口元町 1
2

� 4
3 ）、参加費・５００円、問

い合わせ・０９７７・７７・１

９９４、メール 

itumo.itumademo.oyako@gmail.

com、＊日程の変更がありえます

のでご確認ください。 

★銀座交流会 

日時・６月 2
3 日、７月 2
8 日（毎

月第４火曜日）、 1
9 時～ 2
1 時

（入退出自由）、場所・東銀座３

１
３ ビルセミナールーム、参加

費・５００円（運営費含む）、問

い合わせ・０９０・４９６４・

１０８０（植野） 

★集会「子どものための共同養

育を進めるために～面会交流

（養育時間）と養育費～」 

日時・７月４日（土） 1
3 時～ 1
6

時 1
0 分、場所・国立公民館地下

ホール（予定、変更の可能性あ

り）ＪＲ国立駅南口富士見通り

（右斜め方向）を徒歩５分、資

料代・８００円（申込み不要。

直接会場にお越しください）、主

催・ｋネット（ＴＥＬ ０３・

６２２６・５４１９ メール 

contact@kyodosinken.com  Ｈ

Ｐ http://kyodosinken.com/） 

☆弁護士と元妻に対する宮﨑養

育妨害訴訟・口頭弁論 

日時・７月３日（金） 1
3 時半～、

場所・福岡高裁５０２号法廷 

☆再婚夫婦に対する宗像養育妨

害訴訟・口頭弁論 

日時・７月９日 1
0 時半～、場

所・東京地裁立川支部４０５号 

【ｋネット国立事務所】 

〒１８６�０００２東京都国立

市東３� 1
7 ‐ 1
1 Ｂ�２０２

（郵便はこちらにお願いします） 

＊６月半ばから新事務所に引っ

越し予定です。引っ越し後は新

たにご連絡いたします。 

【東銀座３１３ビルセミナール

ーム】 

こちらでは郵便物は受け付けて

いません。東京都中央区銀座３

‐ 1
3 ‐ 1
9 東銀座３１３ビル８

階、最寄り駅＝地下鉄東銀座駅

徒歩３分、銀座駅徒歩 1
0 分。晴

海通りから歌舞伎座のある通り

を入り、マガジンハウスのある

並び。銀座３丁目郵便局斜め向

かい。 

■郵便振込 ００１３０‐５‐

４７２６７９ 加入者名ｋネッ

ト 

■銀行口座 三菱東京ＵＦＪ銀

行国立支店００７２１７０（普）

ケイネット＊口座名が略称にな

りました。 

【編集後記】数えてみたら２０

０８年に活動を始めて今年で８

年目突入。その間に民法がちょ

っとだけ変わって、強制執行の

形式がちょっとだけ変わった。

ハーグ条約にも加盟した。 

変わったようでいて子どもと

会うことに対する保障はまだな

い。弁護士たちはじめ「専門家」

たちは、いまだに子どものため

に親と引き離せというキャンペ

ーンを張っている。子どもたち

も大きくなって物事の分別がつ

くようになると、そういう引き

離しの手合いが世の中にはたく

さんいて、ぼくと会うのにえら

い窮屈なのは、そういった連中

ががんばっているからだという

のを、社会勉強として学んでも

いい年になってきた。（宗像）   

会員募集と寄付のお願い 

  

私たちは、親子の引き離し状況

を改善し、共同養育・共同親権

を実現する法整備、社会制度作

りを目指す別居親団体です。片

親を排除する法制度に反対して

います。実態調査や立法府への

提言、ロビー活動、裁判所の運

用改善、別居親への情報提供、

地方自治体への要請などを通じ

て、親どうしが別れても親子が

親子であるための活動を行いま

す。ホームページ等で広報に努

め、会報を年４回程度発行して

います。 

会員を募っています。 

年会費（会員は別居親とその家

族、及び会の趣旨にさんどうす

る人）年３０００円 

【入会方法】 

メールまたはファックス・電話

にて、お名前、ご連絡先、住所、

会員・賛同者の別をお知らせの

上、郵便振替または銀行口座に

て３０００円を振込ください。 

また郵便振替・銀行口座にてご

寄付を募っています。 

メール 

contact@kyodosinken.com 


